
事業承継相談会事業承継相談会事業承継相談会
事業承継・引継ぎ支援センターは、お子
様や第三者（M&A）への事業の承継・引
継ぎを支援する公的な専門機関です。相
談は無料で、秘密厳守で支援いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

こんなことに悩んだら、ぜひ、お気軽にご相談ください
家族や従業員に事業を継がせた
い。どのような手続きが必要なの？

後継ぎがいない。いい人がいれば
事業を譲りたい。M&A（売り）って
どうするの？

後継者不在の会社や一部事業を譲
り受けたい。希望に合致するM&A
（買い）案件はないか？

＊令和6年3月末実績
年度別新規受付件数及び成約件数推移
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相談内容別件数
第三者承継(後継者不在)
譲受(買い)
後継者バンク(買い)
親族内承継（後継者有）
引継ぎ成約件数

3068件
香川県の開設
来相談件数は

たった３分の動画です。
ぜひ、ご覧ください。
カメラアプリを起動して右のQRコードに向けると
YouTubeと表示が出ますので、そこをタップする
だけです！

後継者問題を先送りにすると、
様々な問題が発生するかもしれません。

お問い合わせ

お 申 込 み

主催　香川県事業承継・引継ぎ支援センター　　共催　丸亀商工会議所、丸亀市飯綾商工会　　後援　丸亀市 / 香川県

開催場所

開 催 日 令和６年12月 日3 火 12月 日4 水

開催時間 いずれの日も ①10:00～11:00　②13:00～14:00　③15:00～16:00
（※予約が必要です）

予約が必要です。お電話もしくは裏面の相談申込書を香川県事業承継・引継ぎ
支援センターまでFAX（087-802-3070）をお願いします。

丸亀商工会議所
（丸亀市大手町1丁目5-3）

共　　催 丸亀商工会議所・丸亀市飯綾商工会合同

香川県事業承継・引継ぎ支援センター（TEL.087-802-3033）
または丸亀商工会議所（TEL.0877-22-2371）



相談申込書  兼  予約票
令和　　年　　　月　　　日

12月3日（火）
12月4日（水）

（第一希望相談日：相談希望時間に◯）

12月3日（火）
12月4日（水）

（第二希望相談日：相談希望時間に◯）

丸亀商工会議所・丸亀市飯綾商工会合同用

香川県事業承継・引継ぎ支援センター　行 FAX.087-802-3070

①10:00～11:00
②13:00～14:00
③15:00～16:00

①10:00～11:00
②13:00～14:00
③15:00～16:00

事 業 所 名

所　在　地

電 話 番 号
（携帯可）

代表者ご氏名
（年齢　　　歳）

（代表者との関係：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（従業員数　　　名）（法人のみ：資本金　　　　　　万円）

相談者ご氏名

事 業 内 容

相談の概要

ご相談の内容

□ 事業を親族、従業員に引継ぎたい。
□ 事業を第三者に売却したい。（売却が可能か検討したい）
□ 後継者候補をあっせんしてほしい。
□ 事業を買いたい。
□ 廃業等の相談をしたい。

□を入れて下さい

※ご相談時に直近の決算書や申告書等をご持参いただければ相談がスムーズです。

当社は、暴力団等の反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを確約します。また、反社会的勢力に該当し、
もしくは暴力的な要求行為等に該当する行為をしたことが判明した場合には、経営相談を中止されても異議申し立てを行いません。

※


